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「伝統的なまちなみや文化財とその周辺環境を
守るための取組」について

平成２１年１月１９日（月）

資料４

文化庁文化財部伝統文化課
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１．文化財保護制度の概要

文化財は

①我が国の歴史や文化の理解に不可欠であり、

②将来の文化の向上発展の基礎をなすもの

（文化財保護法）貴重な国民的財産

基
本
的
な
考
え
方

適切な保護
（保存と活用）
が必要

○文化財の保護とは「保存」と「活用」のことであり、両者のバランスが重要。

文部科学大臣による
指定・選定・登録

文部科学大臣が文化審議会に諮問し、答申を受けて行う

調
査

大臣が諮問 大臣が指定等
官報

告示

主な手続きの流れ

文化審議会 答申
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文化財の体系

文化財

の体系

文化財

有形文化財

無形文化財

民俗文化財

記念物

文化的景観

伝統的建造物群

文化財の保存技術

埋蔵文化財

重要文化財 国 宝

登録有形文化財

重要無形文化財

重要有形民俗文化財

重要無形民俗文化財

登録有形民俗文化財

史跡名勝
天然記念物

登録記念物

重要文化的景観

特別史跡名勝
天然記念物

伝統的建造物群保存地区
重要伝統的建造物群

保存地区

選定保存技術

建造物
美術工芸品

演劇、音楽、工芸技術等

有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

遺跡

名勝地

動物、植物、地質鉱物

地域における人々の生活又は生業及び
当該地域の風土により形成された景観地

宿場町、城下町、農漁村等

重要なもの指定

登録 保存と活用が特に必要なもの

重要なもの指定

特に重要なもの
指定

登録 保存と活用が特に必要なもの

指定

登録 保存と活用が特に必要なもの

特に重要なもの選定

選定
特に重要なもの

特に価値の高いもの

選定 保存の措置を講ずる必要があるもの

市町村

が決定

特に重要なもの

特に価値の高いもの
指定

重要なもの
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我
が
国
の
文
化
財
保
護
制
度
は
こ
れ
ま
で
も
有
効
に
機
能

社会構造や価値観の変化

過疎化、少子高齢化等による文化財保護の担い
手の減少など

市町村合併を受けた新しいまちづくり指針の策定
や景観保全の取組の進展

これまでの各審議会報告での指摘

関連する文化財を総体としてとらえて新たな価値
を認め、その環境も併せて保護すべき

社会全体で文化財を保護するための方策

文化財の価値を魅力的な形で分かりやすく提示す
ることが必要

文
化
財
を
総
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要

し
か
し
な
が
ら

そ
こ
で

２．文化財の総合的な把握について
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提言：市町村による「歴史文化基本構想」の策定

「歴史文化基本構想」

地域の文化財をその周辺環境も含め総合的に

保存・活用していくための基本構想

「関連文化財群」
有形・無形、指定・未指定を問わず、文化財を

相互に関連性のある一定のまとまりとしてとらえる

「歴史文化保存活用区域」
文化財と一体となって価値をなす周辺の環境を文化的な

空間を創出するための計画区域として位置付ける

「文化審議会文化財分科会企画調査会報告書」（平成１９年１０月）の提言



文化財総合的把握モデル事業

事業主体：市町村

市町村全域の全ての類型の
文化財調査

市町村全域の文化財の保
存・活用の方針（「歴史文化
基本構想」）の策定

関連する文化財群ごとに「保
存活用計画」の策定

必要に応じ地元説明会の実施

まちづくり行政文化財行政
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「文化財総合的把握モデル事業」委託先

委託件数：２０件
（参考）応募件数５８件（うち相互に関連性のある市町村の連名による応募５件）

○岩手県 盛岡市
○秋田県 北秋田市
○福島県 三島町
○栃木県 足利市
○東京都 日の出町
○新潟県 上越市

○新潟県 佐渡市
○富山県 高岡市
○石川県 加賀市
○山梨県 韮崎市
○岐阜県 高山市
○兵庫県 高砂市

○兵庫県 篠山市
○島根県 津和野町
○広島県 尾道市
○福岡県 太宰府市
○沖縄県 南城市

○福井県 小浜市・若狭町（相互に関連性のある市町村の連名）

○宮崎県 日南市・南郷町・北郷町（相互に関連性のある市町村の連名）

○鹿児島県 宇検村・伊仙町・奄美市（相互に関連性のある市町村の連名）



歴史的風致維持向上基本方針
（国が作成）

文化財保護

歴史的風致
形成建造物

電線共同

市公園

○歴史的風致の維持向上の方針
○重点区域の位置及び区域
（重要文化財建造物等の周辺等）
○文化財の保存又は活用に
関する事項

○歴史的風致維持向上施設の
整備又は管理に関する事項

○歴史的風致形成建造物の
指定の方針

○計画期間 等

史 風致 向上計画
＜市町村が作成＞

認定申請

認定

国による認定制度

文部科学大臣
農林水産大臣
国土交通大臣

関係行政機関の長

同
意

協
議

認定歴史的風致
維持 上計画

重点的な
支援 屋外広 物農業用用排水 設

３．「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（歴史まちづくり法）
（平成２０年１１月４日施行）

歴史的風致とは、「地域におけ その固有の歴 及び伝統を反映した人々の活 とその活 が行われ
上 の い建造物及びその 辺の市街 とが 体となって形成してきた 好な市街地の環境」

住宅地の規制のままで、
歴史的な建造物を飲食
店や工房等に活用でき
る地区計画制度を創設

史的風致維持
向 地区計画

意見

歴史的風致維持
向上協議会

歴史的風致維持
向上支援法人

NPO等、多様な主体の
連携のもと施策を推進

法律上の特例 置 各種事業による支

的 境形成
支 業

市公園 業

まちづくり交付金

街なみ環境整備 業



歴史的風致形成建造物

コアとなる国指定文化財等

歴史的風致形成建造物の復
原・修理等を中心としたハー
ド・ソフト両面にわたる取組を
総合的に支援

歴史的風致形成建造物
の保全・活用を推進

史跡、城跡、旧宅等の
復原を補助対象施設
に追加

古都及び緑地保全事業や
電柱電線類移設等を推進

①歴史的環境形成総合支援事業

③まちづくり交付金

②都市公園事業

④街なみ環境
整備事業

城址・城郭（国指
定史跡・重要文化
財）

大名庭園（国
指定名勝）

歴史まちづくりを重点的に
進める区域（重点区域）

歴史的風致の維持及び向上によるまちづくりに関する主な事業




